
 

 

議 案 参 考 資 料 

［令和 5年第 1回臨時会(5月)］ 

［担当課(室)係］ 

建築指導課 開発指導係

財 政 課 財 政 担 当 

議案名  

議案第 32 号 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例案 

趣旨・目的   

 宅地造成等規制法の一部改正により法律名が改められること等から、法律

名を引用する関係条例について、所要の改正を行おうとするものです。 

概 要 

 宅地造成等規制法の名称が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められ

ることから、関係する条例について、条文中の法律名を改める等の文言整理

を行います。 

≪改正する条例≫ 

№ 条例名 担当課 

1 
桐生市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設

置事業との調和に関する条例 
建築指導課 

2 桐生市手数料条例 
財政課 

建築指導課 

(施行期日：令和 5年 5月 26日) 

背景・経過 

 令和 3年 7月に静岡県熱海市において大雨により盛土が崩落し、大規模な

土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ず

しも十分でない区域が存在していること等を踏まえ、令和 4 年 5 月 27 日、

宅地、森林、農地等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規

制することを目的に宅地造成等規制法の一部改正が行われ、令和 5 年 5 月

26日から施行されます。 

 


